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当
山
本
堂
内
の
閻
魔
十
王
さ
ま
の
縁
起
に
つ
い

て
は
、
日
本
国
内
に
止
ま
ら
ず
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
の
中
で
、
そ
の
影
向

を
お
話
し
て
参
り
ま
す
。

時
は
紀
元
前
十
三
世
紀
、
今
か
ら
三
千
三
百
年

ほ
ど
前
に
遡
り
、
現
在
の
イ
ン
ド
を
中
心
に
し
て

ア
ー
リ
ア
人
が
移
り
住
ん
で
、
多
く
の
部
族
を
形

成
し
、
現
在
で
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
、
長
老
制
度

の
影
響
下
で
、
バ
ラ
モ
ン
教
や
ベ
ー
ダ
哲
学
な
ど

が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
地
域
の
神
様
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、

八
百
万
の
観
覚
で
、
様
々
な
特
徴
を
持
っ
た
神
様

方
が
居
ら
れ
、
そ
の
中
に
「
ヤ
マ
神
」
様
も
含
ま

れ
、
最
初
の
人
間
の
お
一
人
と
し
て
認
識
を
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

で
は
何
故
、
ヤ
マ
神
様
が
「
死
者
の
国
の
王
」

と
な
ら
れ
た
の
か
と
言
う
と
、
最
初
に
臨
終
を
迎

え
、
冥
界
の
旅
に
趣
い
た
方
で
あ
っ
た
と
言
う
事

で
、
最
初
の
経
験
者
だ
っ
た
様
で
す
。

次
第
に
、
冥
界
で
暮
ら
さ
れ
、
そ
の
後
亡
く
な

っ
た
方
々
を
お
迎
え
す
る
な
か
で
、
自
然
と
賞
罰

を
見
届
け
る
裁
判
官
の
役
割
を
担
っ
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
お
釈
迦
様
ご
入
滅
の
百
年
後
あ
た
り

で
、
そ
の
お
言
葉
を
書
き
写
し
た
『
阿
含
経
』
が

作
ら
れ
、
そ
の
中
に
も
冥
界
へ
の
道
す
が
ら
の
様

相
で
、
閻
魔
大
王
や
十
王
様
の
お
話
が
、
時
代
と

共
に
形
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
浄
土
の
思
想
は

鎌
倉
期
以
降
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。

当
初
は
、
地
獄
も
極
楽
も
場
所
を
異
に
す
る
考

え
は
無
く
。
苦
楽
は
、
個
々
の
捉
え
方
次
第
で
、

因
果
応
報
の
大
原
則
の
下
で
、
手
放
す
こ
と
の
大

※
ヤ
マ
神
（
ウ
エ
ブ
公
開
画
像
添
付
）

切
さ
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
た
様
に
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
、
ご
入
滅
に
依
っ
て
、
輪
廻
転
生

を
放
棄
さ
れ
、
お
大
師
様
は
成
仏
を
最
も
後
回
し

に
し
て
、
衆
生
と
苦
楽
を
共
に
す
る
覚
悟
を
決
め

ら
れ
ま
し
た
。
得
ら
れ
る
こ
と
の
忖
度
よ
り
も
、

自
身
で
決
め
る
こ
と
が
生
涯
の
目
的
で
す
。
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薫
風
の
頃
、
本
年
五
月
吉
日
に
、
境
内
稲
荷
堂

の
鳥
居
を
、
前
護
寺
会
副
会
長
の
原
田
季
昭
様
よ

り
ご
寄
付
頂
き
、
楠
本
造
園
の
造
作
施
工
に
よ
り

無
事
再
建
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

建
立
記
念
の
開
眼
供
養
法
会
は
、
本
年
九
月
の

秋
季
彼
岸
会
稲
荷
講
の
例
祭
時
に
執
行
の
予
定
で

お
り
ま
す
。

╖
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本
年
四
月
の
大
雨
の
後
、
旧
閻
魔
堂
の
雨
漏
り

が
始
ま
り
ま
し
た
の
で
、
以
下
の
対
策
を
実
行
い

た
し
ま
し
た
。

先
ず
、
盂
蘭
盆
会
に
際
に
組
み
立
て
て
使
用
し

て
い
る
新
盆
供
養
の
精
霊
棚
を
本
堂
内
に
移
動
、

次
い
で
、
不
使
用
の
仏
具
は
、
日
本
堂
仏
具
店
に

引
き
取
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
他
は
、
境
内
倉
庫

の
不
要
品
と
共
に
処
分
い
た
し
ま
し
た
。
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千
手
院
の
旧
本
堂
と
現
書
院
と
旧
閻
魔
堂
は
、

大
正
十
二
年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
で
全
倒
壊

し
た
後
に
、
既
存
の
木
材
を
利
用
し
て
建
立
さ
れ

ま
し
た
。

旧
本
堂
が
雨
漏
り
を
始
め
た
経
緯
同
様
に
、
仮

の
建
築
だ
っ
た
た
め
、
全
体
の
強
度
が
不
足
し
て

お
り
、
屋
根
だ
け
を
修
理
し
て
も
、
次
期
全
体
の

不
備
が
露
呈
し
、
修
理
の
費
用
も
嵩
ん
で
い
く
物

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
現
本
堂
を
設
計
監
理
し
た
、
根
岸
広

人
建
築
士
に
依
頼
し
、
相
対
的
な
評
価
と
対
策
を

し
て
頂
き
ま
し
た
。
三
役
会
（
白
井
精
治
会
長
・

原
田
吉
一
副
会
長
・
齋
藤
功
副
会
長
・
水
嶋
富
士

雄
総
務
）
に
は
、
そ
の
際
に
同
席
い
た
だ
き
、
世

話
人
へ
の
説
明
内
容
を
精
査
頂
き
ま
し
た
。

旧
閻
魔
堂
内
の
仏
具
等
は
、
全
て
移
動
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
補
修
ま
た
は
、
解
体
の
判
断
は
、

暫
く
の
間
、
熟
考
す
る
た
め
の
時
間
を
稼
ぎ
ま
し

た
の
で
、
今
後
、
護
寺
会
世
話
人
一
同
で
、
話
し

合
っ
て
参
り
ま
す
。

解
体
の
方
向
に
話
し
が
及
ん
で
も
、
代
わ
り
の

倉
庫
は
不
要
で
す
の
で
、
境
内
の
景
観
を
維
持
し

清
々
と
し
た
環
境
を
維
持
す
べ
く
努
力
い
た
し
ま

す
。
世
間
で
は
「
気
品
の
有
る
お
寺
」
と
表
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
あ
く
ま
で
も
噂
に
過
ぎ
ま
せ

ん
が
、
励
み
に
も
な
り
ま
す
ね
。

現
在
は
、
本
堂
内
に
遷
座
頂
き
、
地
域
の
文
化

財
と
し
て
お
守
り
し
て
い
ま
す
。

※
本
堂
内
に
遷
座
さ
れ
た
閻
魔
十
王
様
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旧
閻
魔
堂
の
雨
漏
り
を
考
慮
し
て
、
本
堂
に
移

動
し
ま
し
た
新
盆
の
精
霊
棚
は
、
常
設
に
は
、
形

が
不
便
な
こ
と
と
、
二
十
年
以
上
の
使
用
で
、
か

な
り
破
損
が
す
す
ん
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の

際
に
修
復
塗
り
直
し
と
奥
行
き
の
改
修
を
進
め
て

お
り
ま
す
。
本
年
七
月
中
に
は
完
成
し
、
盂
蘭
盆

会
の
八
月
朔
日
に
は
間
に
合
う
予
定
で
す
。

今
後
は
、
本
堂
に
常
設
し
て
、
様
々
な
用
途
で

仏
具
の
棚
に
使
用
し
て
参
り
ま
す
。
費
用
に
つ
い

て
も
、
護
寺
会
世
話
人
で
検
討
中
で
す
。

╖
છ
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現
在
の
書
院
は
、
玄
関
受
付
と
、
寺
務
所
、
水

屋
、
作
業
場
、
ト
イ
レ
等
の
利
用
を
目
的
と
し
て

降
り
ま
す
が
、
旧
本
堂
と
旧
閻
魔
堂
と
同
じ
く
、

関
東
大
震
災
発
生
以
降
に
、
仮
に
建
設
さ
れ
た
物

井
で
す
が
、
築
百
年
を
迎
え
る
中
で
、
無
事
居
住

空
間
と
し
て
遜
色
な
く
使
え
て
い
ま
す
。

今
後
も
現
住
職
在
任
中
の
現
状
維
持
の
た
め
、

木
村
塗
装
工
業
の
施
工
に
よ
り
、
塗
装
修
復
作
業

が
無
事
施
工
さ
れ
、
雨
漏
り
の
心
配
は
皆
無
の
報

告
を
受
け
て
お
り
、
費
用
は
、
護
寺
会
で
出
費
頂

き
ま
し
た
。
補
修
は
十
年
に
一
度
は
実
施
す
る
よ

う
助
言
さ
れ
ま
し
た
。
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╖
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（
会
長

白
井
精
治
）

①
仏
器
磨
き
本
堂
境
内
墓
所
大
掃
除

令
和
六
年
七
月
二
十
八
日
㈰
午
前
十
時
開
始

②
盂
蘭
盆
会
新
盆

෮
ྶ
ᆄ
৫
ཽ

供
養

令
和
六
年
八
月
十
日
㈯
午
前
十
時
執
行

③
秋
季
彼
岸
会

ഏ


ઋ


読
経
会

令
和
六
年
九
月
二
十
二
日
㈰
午
前
十
時
執
行

④
年
末
年
始
案
内
状
の
発
送
作
業

令
和
六
年
十
一
月
二
十
四
日
㈰
午
前
十
時
開
始

②
大
掃
除
と
仏
器
磨
き
と
正
月
の
準
備

令
和
六
年
十
二
月
二
十
二
日
㈰
午
前
十
時
開
始

⑤
新
年

ఊ
ਫ
ভ

読
経
会

令
和
七
年
一
月
七
日
㈫
午
前
十
時
執
行

⑥
春
季
彼
岸
会

⃤
ဗ
ે



読
経
会

令
和
七
年
三
月
二
十
日
㈭
午
前
十
時
執
行

⑦
旧
閻
魔
堂
雨
漏
り
対
策
の

ਕ
૽
ভ


令
和
七
年
五
月
十
八
日
㈰
午
前
十
時
集
合

⑧
盂
蘭
盆
会
案
内
状
の
発
送
作
業
と

旧
閻
魔
堂
案
件
の
世
話
人
へ
の
説
明
会

令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
㈰
午
前
十
時
開
始

╖
उ
ྶ
ᆄ
भ
उ
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六
月
三
十
日
ま
で
に
、
ਂ
ਏ
؞
చ

؞

ಌ
が

有
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
七
月
一
日
か
ら

卒
塔
婆
の
浄
書
を
開
始
い
た
し
ま
す
。

但
し
、
追
加
や
新
盆
で
本
数
が
多
い
方
は
、
な

る
べ
く
早
い
時
期
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

◆
お
塔
婆
は
、
一
基
二
千
五
百
円
で
す
。
浄
書
代

お
経
料
は
事
情
に
よ
っ
て
お
考
え
下
さ
い
。

◆
八
月
一
日
よ
り
各
自
で
持
ち
出
せ
る
様
に
し

ま
す
の
で
。
墓
参
の
際
に
本
堂
内
に
列
べ
て
あ
る

所
か
ら
お
探
し
下
さ
い
。

╖
ᯬ
ူ
ᅈ
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ৗ
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డ
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お
施
餓
鬼
も
含
め
、
お
盆
の
読
経
は
、
住
職
が

一
人
本
堂
で
読
経
厳
修
い
た
し
ま
す
。

◆
八
月
一
日
～
十
二
日
住
職
読
経
（
同
席
不
可
）

◆
八
月
十
三
日
～
十
五
日
午
前
十
時
・
午
後
二
時

お
盆
中
は
、
毎
日
二
回
、
本
堂
で
住
職
が
一
人

読
経
を
致
し
ま
す
の
で
、
ご
安
心
下
さ
い
。

護
寺
会
員
（
檀
信
徒
）
の
皆
様
は
、
同
時
刻
に

ご
仏
壇
に
お
参
り
し
て
、
ご
焼
香
し
、
合
掌
を
な

さ
っ
て
下
さ
い
。

※
本
堂
に
ご
参
列
頂
い
て
も
結
構
で
す
が
、
お

接
待
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ٷ
ྕ
৽
द
ओ
ঽ
୧
प
ቯ
अ
হ
म
ಱ
ख
ऽ
च
॒

╖
ৗ
ᅈ
भ｢

ෳ
ऐ
ฦ｣

भ
उ
৪
म
उ

द
৷
ਔ

近
年
、
お
米
の
高
騰
や
、
古
古
古
米
の
様
に
、

仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
に
は
、
誠
に
不
向
き
な
様

子
が
伺
わ
れ
ま
す
の
で
、
お
米
は
お
寺
で
、
昨
年

秋
に
収
穫
さ
れ
た
お
米
を
購
入
し
て
、
掛
け
袋
に

は
寺
族
婦
人
が
入
れ
て
裁
縫
も
済
ま
せ
て
、
扇
子

※
盂
蘭
盆
会
新
盆
供
養
精
霊
壇
荘
厳
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と
草
鞋
と
を
麻
紐
で
括
っ
て
、
精
霊
棚
に
お
供
え

を
い
た
し
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

╖
১
হ
ऋ

়
द
ল
ਟ
ऩ
ः
ৃ
়
प

何
も
出
来
な
い
と
、
諦
め
る
前
の
手
段
で
す
。

╖
ഥ
ਮ

ফ
␗
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␗

一

周

忌

＝

令
和

六

年

＝

三

回

忌

＝

令
和

五

年

＝

七

回

忌

＝

平
成
三
十
一
年

＝

十
三
回
忌

＝

平
成
二
十
五
年

＝

十
七
回
忌

＝

平
成
二
十
一
年

＝

二
十
三
回
忌

＝

平
成

十
五

年

＝

二
十
七
回
忌

＝

平
成

十
一

年

＝

三
十
三
回
忌

＝

平
成

五

年

＝

三
十
七
回
忌

＝

昭
和
六
十
四
年

＝

五
十
回
忌

＝

昭
和
五
十
一
年

＝

追
善
供
養
忌

＝

思
い
立
っ
た
時

＝

◆
ご
法
事
を
ご
希
望
の
方
は
、
お
寺
に
日
時
の
確

認
を
し
て
か
ら
お
決
め
下
さ
い
。
同
じ
日
時
に

法
事
の
重
な
る
場
合
が
有
り
ま
す
の
で
、
先
着

順
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

◆
必
要
事
項
は
左
記
の
内
容
で
す
。

❶
日
時
の
確
認
を
一
番
に
す
る
。

❷
卒
塔
婆
の
名
簿
を
ふ
り
が
な
付
き
で
提
出
。

❸
参
加
者
の
人
数
を
事
前
に
連
絡
す
る
。

❹
住
職
は
食
事
に
同
席
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

❺
生
花
と
菓
子
を
持
参
す
る
。
果
物
は
不
可
。

❻
位
牌
と
遺
影
は
機
に
応
じ
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

❼
お
墓
の
掃
除
は
法
事
の
前
に
済
ま
せ
る
。

❽
お
線
香
と
墓
地
花
も
用
意
。

◉
秋
季
彼
岸
会
稲
荷
明
神
講

令
和
七
年
九
月
二
十
日
㈯
～
二
十
六
日
㈮
迄
の

間
自
由
参
拝
と
し
ま
す
。
尚
、
読
経
会
は
、
住
職

と
世
話
人
と
で
執
行
い
た
し
ま
す
。

境
内
の
お
稲
荷
様
は
、
火
伏
せ
の
守
護
神
で
す

大
切
に
お
守
り
し
、
皆
様
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。

◉
墓
終
い
も
ご
相
談
く
だ
さ
い

お
墓
参
り
が
出
来
な
く
成
る
前
に
、
住
職
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
。
合
同
納
骨
堂
や
、
墓
終
い
も
、

場
合
に
依
っ
て
は
致
し
方
な
い
時
代
で
す
。

全
て
を
良
い
様
に
考
え
て
、｢

し
ょ
う
が
な
い｣

事
を
過
剰
に
悩
ま
な
い
よ
う
に
致
し
ま
し
ょ
う
。

千
手
院
の
住
職
は
、
上
手
く
行
か
な
い
事
が
大
好

き
で
す
。
思
い
も
よ
ら
な
い
方
向
が
開
け
る
前
兆

と
思
い
、「
わ
く
わ
く
」
い
た
し
ま
す
。

「
心
配
せ
ん
で
も
良
い
、
必
ず
良
い
様
に
な
る
」

以

上
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